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高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくため、あるいは安心して子育

てをしていくためには、通院や日常の買い物、子育て施設、公共施設への移動や外出は欠かせ

ないものとなります。 

高齢化の進展に伴い、運動機能の低下による「立つ」や「歩く」といった移動機能が低下す

る状態である「ロコモティブシンドローム」になりやすく、これにより、介護が必要となるリ

スクが増大しています。 

また、道路などを利用する市民においても、歩行や移動が困難な方、ケガなどによる松葉杖

をついた方、乳幼児を抱っこした方、妊婦の方など、多くの方が長い距離を歩くことに困難を

抱えています。 

厚木市では、あつぎの道づくり計画において「人にやさしい道づくり」を推進し「安全・安

心な道路空間の形成」の方針の一つとして「人にやさしい道路空間の形成」が掲げられていま

す。 

その施策の一つとして、「歩行者の“通行環境の向上策”」があります。 

一方、国土交通省では、街路空間を車中心から“人中心”の空間へと再構築し、沿道と路上

を一体的に使って、人々が集い憩い多様な活動を繰り広げられる場へとしていく取組として、

「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり」が進められています。 

厚木市も、この「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり」の「ウォーカブル推進都市」

として、国とともに具体的取り組みを進めているところです。 

また、歩行空間などにおけるベンチ等の設置は、市民からの要望が増加傾向にあります。 

このような状況を踏まえ、「歩行者空間ベンチ等休憩施設設置ガイドライン（以下「本ガイ

ドライン」という。）」では、高齢者を含めた健康づくり、子育ての支援、中心市街地等のまち

の回遊性やバス待ち環境の向上などをサポートする道路、公共施設などにおけるベンチ等を

適切に配置するための総合的な指針となるものです。 

 

 

 

  

１．策定の背景と目的 
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令和 8 年 4 月より本市の最上位計画として位置づけられる第 11 次厚木市総合計画では、

将来都市像を「つながる未来都市-A-T-S-U-G-I-」とし、「住みたい」「育てたい」「働きたい」

をキーワードとする三つの戦略を掲げており、本ガイドラインはこれらの戦略の計画を担う

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．本ガイドラインの位置づけ 
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日本の高齢化率（６５歳以上の人口の割合）は、2025 年９月時点で 29.4％となっており、

神奈川県の高齢化率は 202５年１月現在で 26.0％となっています。 

本市の高齢化率は、2025 年１月現在で 26.3％となっています。今後の予想としては、

2040 年では生産年齢（15～64 歳）人口は 2020 年に比べ 21％減少し、高齢化率は 33.9％

になるとされており、神奈川県と同水準の高齢化率となっています。 

また、令和 6 年度厚木市市民実感度調査では、基本施策として重要度の高いものとして「日

常生活に必要な施設が身近にある」「日常生活における移動がスムーズ」「安心・安全に通行で

きる道路環境」「健康で安心・安全に暮らせるまちづくり」「健康づくりの取り組み」「子育て

サービスの充実」が非常に高い割合を示しています。 

さらに、ワーク・ライフ・バランスの意識の浸透とともに、個人の趣味や学びといった余暇、

家庭生活に多くの時間を充てようとする傾向が見られます。平日においても２～３時間程度

を学習・趣味、スポーツ・レジャーをして過ごしたいという意向があることが分かっています。  

このように、本市における高齢化の進展や多様な人々の暮らし、ライフスタイルの変化、ワ

ーク・ライフ・バランスの意識、スポーツ・レジャーへの動向、健康志向などにより、「外に

出る」、「街に出る」ことが重要視されています。 

そのための道路や公園緑地を含めた環境やこれらをサポートする施設の要求が高くなって

います。 

 

 

  

１．厚木市の社会状況 
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１－２ ベンチを設置する地域・場所の特性の整理 

前項のベンチの「主な設置場所」で示した各地域や場所の特性を整理し、ふさわしいベンチ

の検証とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域・場所 特 性 

Ⅰ 中心市街地   本厚木駅を中心とした地域で、商業・業務施設や飲食

店、ホテル、病院などが集積した地域 

  駅を発着所としたバスの路線が集積している 

  駅の利用者を始め各種施設を利用する人も多く、人通

りが多く賑やかさがある 

  ただし、沿道の建築が歩道まで迫っており空間的に余

裕がなく、街路樹も少ないため表情に乏しい 

Ⅱ 郊外の住宅団地・

バス停周辺 

  中心市街地だけでなく、本厚木駅を中心として放射状

に広がったバス路線沿いに生活便利施設が集積した地

域、バス路線沿いに広がる住宅地、産業集積地などが

手のひら状に広がって立地する地域 

  平成２（1990）年以前に整備された郊外の住宅団地

は高齢化の進展、人口減少の問題がある 

 

森の里地区のバス停 

市道本厚木松枝線のバス停 ホテル 

鳶尾地区の住宅地 
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Ⅲ 公共施設周辺   本市の公共施設には、文化施設として文化会館、市民

ギャラリーなどがあり、福祉施設として保健福祉セン

ターや体育施設としてスポーツセンターなどがある 

  また、各種イベントや講座、生涯学習、地域作りの拠

点としての公民館がある 

  これらの公共施設は、多くの市民が利用し、交流・語

らいの場としても機能する 

Ⅳ 大規模商業施設周辺   本市には、大型スーパーや家電量販店、ホームセンタ

ーがあり、本厚木駅周辺には、商業施設や行政施設な

どが集積し、県央地域における生活やビジネスの拠点

となっている  

  これらの施設は、商業の中心的役割を担い、個人の利

用や若者から高齢者に至るまでの利用、カップル、フ

ァミリーなど多様な人々の利用があり、人が集積する

場所でもある 

地域・場所 特 性 

東町スポーツセンター 厚木市文化会館 

大型商業施設 
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Ⅴ 公園・緑地周辺 

 

  本市では、令和 7（2025）年 3 月現在で、公園が 238

箇所、緑地は 5 箇所となっている 

  公園は、市内各地域に立地し、供用開始から年月を経

たものが多いものの、市民の憩い、語らい、休息、健

康づくりなどの場として機能している 

  緑地は、郊外に立地し、斜面地の自然林を利用した自

然探索、森林浴の場となっている 

Ⅵ 堤防道路周辺 

 

  本市の河川敷には、公園や広場が多く立地し、スポー

ツ・レクリエーションの空間となっている 

  これら施設の河川敷内には、園路なども整備され、ウ

ォーキングやジョギングで利用する市民も多い 

  公園とともに、健康づくりの場としても機能している 

 

地域・場所 特 性 

相模川の河川敷 

若宮公園 厚木さつき公園 
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郊外住宅地は、「厚木市コンパクトプラスネットワーク計画」において、「郊外住宅地とまち

なかの一部で顕著な高齢化が進行する」として挙げられた「鳶尾地区」「森の里地区」「毛利台

地区」の３地区を選定しました。 

これらの３地区については、主要幹線道路を対象とし、鳶尾地区では、「市道鳶尾幹線」、森

の里地区では、「市道小野森の里幹線」、毛利台地区では、「厚木環状３号線」をそれぞれモデ

ルケースとして選定しました。 

なお、モデルケースは、ベンチの設置可能場所を検討したものであり、ベンチの形態につい

ては、現地の状況やニーズに応じて検討することとします。 
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Ⅰ 中心市街地：本厚木駅中心市街地地区（本厚木下之谷恩名線） 
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Ⅰ 中心市街地：本厚木駅中心市街地地区（本厚木田村町線） 
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Ⅰ 中心市街地：愛甲地区（愛甲長谷線） 
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１－１まちづくりとの連携 

「本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画」では、本厚木駅周辺での「まち歩きの誘

発」や「賑わいの創出」のため方針として「歩きやすい空間づくり」が掲げられ、その施策と

して「歩行者空間の質向上」があります。その具体的項目として「歩行者空間における滞在空

間の充実（座りたくなるベンチの設置、緑化等）」があります。 

また、公共空間の整備や建築の改修、更新などにおいて「まち歩きのきっかけづくり」を方

針として、「行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり」を施策として掲げています。

その具体的項目として「グランドレベルのオープン化 27 推進（歩行者の滞在空間や休憩施設

設置等）」があります。 

これらのまちづくりと連携することにより、賑わいの核となる場所と街路等のベンチとの

ネットワークが図れるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．設置手法の整理 

本厚木駅周辺の賑わいのまちづくり、 
公共施設の整備等との 

周辺街路のベンチとのネットワーク化 

本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画 

まちの魅力・回遊性の創出 

ベンチだけではないまちの魅力向上 




























